
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）

同
項
第
二
号
の
期
間

同
項
第
二
号
の
期
間
と
十
二
月

間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が

定
め
る
期
間
を
合
算
し
て
得
た

期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）

同
項
第
二
号
の
期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の

範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算

し
て
得
た
期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
表

第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
項
下
欄
に

規
定
す
る
期
間
と
十
二
月
間
ま

で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め

る
期
間
を
合
算
し
て
得
た
期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
十
二

条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）

特
例
省
令
第
二
条
第
一
項
の
表
第
五
十
二

条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
項
下
欄
に

規
定
す
る
期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲

内
で
市
町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算
し
て

得
た
期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
表

特
例
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
項
下
欄
に
規

定
す
る
期
間
と
十
二
月
間
ま
で

の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め
る

期
間
を
合
算
し
て
得
た
期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
第
五
十
二
条
第
二

項
（
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

特
例
省
令
第
二
条
第
一
項
の
表
特
例
省
令

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
項
下
欄
に
規
定
す
る
期
間
と
十
二

月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定
め
る

期
間
を
合
算
し
て
得
た
期
間

特
例
省
令
第
四
条
第
一
項
の
表

特
例
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

令
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
十
二

条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
項
下
欄
に
規
定
す
る

期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲

内
で
市
町
村
が
定
め
る
期
間
を

合
算
し
て
得
た
期
間

２

前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
前
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
満
了
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成™�年š月™Ÿ日 金曜日 (号外第��号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
麻
し
ん
」
の
下
に
「
、
風
し
ん
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

風
し
ん

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
を
実
施
す

る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中
「
平
成
二
十
六
年
度
」
を
「
平
成
二
十
九
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
六
項
中
「
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、

第
三
項
に
規
定
す
る
新
調
交
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
十
二
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
六
年
度
」
を
「
平
成
二
十
九
年
度
」
に
、
同
条
の
表
第
二
条
第
二
項
の
項
中

「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
及

び
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
イ
中
「0•

4
4
6
0

」
を
「0•

4
2
6
2

」
に
、「1¶

5
5
0•
0
0円

」
を
「1¶

5
0
4•
0
0円

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「0•
0
0
0
0
0
0
2
9
3

」
を
「0•

0
0
0
0
0
0
2
7
9
3

」
に
、「0•

0
1
1
1
2
0

」
を
「0•

0
1
0
6
6
2

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
四

千
二
百
八
円
十
三
銭
」
を
「
一
万
六
千
二
百
五
十
七
円
六
十
九
銭
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
一
一
七
三
六
」
を

「
〇
・
〇
一
三
三
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
一
万
五
千
七
百
八
十
八
円
二
十
銭
」
を
「
一
万
五
千
八
百
八

十
六
円
三
十
五
銭
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
〇
・
〇
〇
九
九
九
四
」
を
「
〇
・
〇
一
〇
〇
〇
七
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
四
年
度
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
」
に
、「
百
分
の
百
十
七
」を「
百

分
の
百
三
十
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
及

び
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
該
当
す
る
者
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
七
十

歳
に
達
し
た
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
平
成
二
十
四
年
度
及
び
平
成
二
十
五
年
度
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
及

び
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、「
該
当
す
る
者
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
の
表
第
二
条
第
二
項
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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